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少子高齢化の進展、福祉制度の変革などにより、社会福祉を取り巻く

環境は大きく変化し、福祉に対するニーズも複雑・多様化しています。 

一方で、誰もが、住み慣れた家で、地域で、その人らしく、安心して、

安全に暮らし続けたいと願っています。 

そこで、知立市社会福祉協議会では、行政をはじめとする関係機関等

と連携をとりながら、住民主体による小地域福祉活動への支援や地区・

地域内のネットワークづくりに取り組み、住民との協働を基礎とした「福

祉のまちづくり」の実現を目指しています。 

中でも、身近な地区の住民同士が、地区の個人の抱える福祉課題につ

いて、地区の社会資源とのネットワークを駆使しながら、お互いに助け

あい、支えあっていく『地区社会福祉協議会』づくりを積極的に推進し

てまいります。 

－３－ 

市社会福祉協議会 
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◎小地域福祉活動とは 

町内会や自治会（小地域）を単位として、寝たきりや独り暮らしのお年

寄りや重度の障がいのある人など、何らかの援助を必要とする人を発見

し、見守りや声かけなど、地域でできる福祉的な援助活動のことです。 

 

◎小地域福祉活動を展開するためには 

小地域福祉活動を展開するためには、①実施するための組織（地区社会

福祉協議会）をつくり、具体的な活動を始める方法と、②見守りやサロン

など具体的な活動を先に実施して、組織化する方法があります。 

－４－ 
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－６－ 
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－７－ 

●今後は、地区社会福祉協議会が身近な地区における福祉推進の中核を担っていただき、

市社会福祉協議会事務局は、その推進・支援を行っていく組織と位置付けられます。 

●地区社会福祉協議会で行われるさまざまな取り組みに対しては、市社会福祉協議会事

務局の地区担当職員が積極的に支援をさせていただきます。 

●地区の皆様による話し合いの過程で、複数の地区共同で取り組むことで課題解決が円

滑に行くことや、市全域で取り組むべき事項などが出てきます。その際には、各地区

社会福祉協議会との役割分担を明確にしながら、行政との連携のもと、組織全体で取

り組んでいきます。 

市社会福祉協議会（地区担当職員） 

◆情報提供 ◆協議・調整 ◆企画・支援 

地区社会福祉協議会 
◆運営にかかる会議の開催 

◆地区内の取り組み 

◎サロン・会食会等地域支えあい活動 

◎見守り・声かけ等ネットワーク活動 

◎交流・啓発・学習活動 

◎その他の福祉活動 

地  域  住  民 

◆町内会役員 ◆民生委員 ◆ボランティア  

◆老人クラブ ◆婦人会 ◆子ども会 ◆学校  

◆福祉施設 ◆当事者団体 ◆企業 ◆その他 
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 ※ 条文等は、地域の状況に応じて加除修正の上、ご利用ください。 

 

知立市○○地区社会福祉協議会会則（例） 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、知立市○○地区社会福祉協議会（以下「本会」）と称し、事務所は、○

○公民館に置く。 

 

（区 域） 

第２条 本会の区域は、○○地区（町内会・自治会）を区域とする。 

 

（目 的） 

第３条 本会は、この地区における住民参加による地域福祉活動を推進し、福祉に関する

諸問題を地域社会の計画的・協働的努力によって解決する組織として、住民が安心して

暮らせる福祉のコミュニティづくりと地域福祉の推進を図る。 

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 

（１） 福祉に関する住民要望及び地域課題の把握 

（２） 福祉制度及び福祉意識の普及・啓発活動 

（３） 住民による声かけ、見守り運動の展開 

（４） サロン事業等、必要に応じた援助活動の推進 

（５） 知立市社会福祉協議会、知立市共同募金委員会の事業への協力 

（６） その他、地域福祉活動として必要な事業 

 

（会 員） 

第５条 会員は、○○地区住民で、本会の目的に賛同し自主的に加入する個人または団体

及び法人とする。 

 

（役員等の種類と定数） 

第６条    本会に次の役員及び福祉委員を置く。 

（１）会 長       １名 

（２）副会長       ２名 

（３）会 計       １名 

（４）書 記      ○○名 

（５）理 事      ○○名以内 

（６）監 事       ２名 

（７）福祉委員     ○○名以内 
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（役員等の選出） 

第７条    役員等の選出方法は次のとおりとする。 

（１）会長、副会長、会計及び書記は、理事会で互選し、福祉委員会の了承を得る。 

（２）理事及び監事は、福祉委員会で互選する。 

（３）理事、福祉委員の選出分野は、別表のとおりとする。 

 

（役員等の職務） 

第８条    役員等の職務は、次のとおりとする。 

（１）  会長は、本会を代表して会務を統括する。 

（２）  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

（３）  会計は、会長の指示を受け本会の経理会計を担当する。 

（４）  書記は、本会の会議の運営及び事業の推進事務を担当する。 

（５）  理事は、理事会を組織し、事業の執行にあたる。 

（６）  監事は、本会の庶務会計を監査する。 

（７）  福祉委員は、福祉委員会を組織し、重要な事項を審議する。 

 

（役員の任期及び補充） 

第９条    役員の任期は、２年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 補欠により就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。但し、公職にあたる

ため本会の役員になった者は、その後任者をもってこれに充てる。 

 

（顧 問） 

第１０条  本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

３ 顧問は、重要な事項について会長の諮問に答え、会長の要請により会議に出席できる。 

 

（会 議） 

第１１条 会議は、福祉委員会及び理事会とする。 

２ 会議は、会長が召集し、その議長となる。 

３ 福祉委員会は、年１回以上開くものとする。 

４ 理事会は、年３回以上開くものとする。 

 

（議決の方法） 

第１２条 福祉委員会及び理事会は、その構成員の過半数の出席で成立し、その過半数を

もって決める。可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（福祉委員会） 
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第１３条 福祉委員会は、次の事項を審議し、決定する。 

（１）  会則の制定・改廃に関する事項 

（２）  役員等の選出に関する事項 

（３）  事業計画及び予算・決算に関する事項 

（４）  会員の負担となる事項 

（５）  資産の処分に関する事項 

（６）  その他会長において必要と認める事項 

 

（理事会） 

第１４条 理事会は、次の事項を審議し決定する。 

（１）  福祉委員会に提出すべき事項 

（２）  本会の事業運営に関する事項 

（３）  福祉委員会の議決で委任された事項 

（４）  資産の管理に関する事項 

（５）  その他会長において必要と認める事項 

  

（部 会） 

第１５条 本会に部会を設け、次の事項を行う。 

（１）広報部会 

     広報紙の編集発行を行う。 

（２）ボランティア部会 

    地区内のボランティア活動の育成を行う。 

（３）在宅福祉部会 

    当事者への具体的な援助を行う。 

（４）○○部会 

    ○○○○○○を行う。 

 

 （経 費） 

第１６条 本会の経費は、市社協助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。 

 

 （会計年度） 

第１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

（施行の細則） 

第１８条 この会則の施行に必要な細則は、理事会の議決を経てこれを定める。 

 

  付 則 

 この会則は平成○○年○○月○○日から施行する。 
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別 表 
 

理事・福祉委員の選出分野及び定数（例） 
 

選 出 母 体 理 事 福祉委員 備 考 

町内会・自治会長 
   

民生・児童委員 
   

老人クラブ 
   

子ども会 
   

小学校・ＰＴＡ 
   

中学校・ＰＴＡ  
   

幼稚園・保育園保護者会 
   

婦人会 
   

福祉施設 
   

保護司 
   

当事者団体 
   

ボランティア 
   

消防団 
   

商店 
   

企業 
   

○○○ 
   

○○○ 
   

学識経験者 
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社会福祉法人知立市社会福祉協議会 

地区社会福祉協議会設置規程 

 
 
（目的） 

第１条 住民参加による地域福祉活動を推進し、福祉に関する諸問題を地域社会の計画

的・協働的努力によって解決する組織として、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」

という。）を設置し、住民が安心して暮らせる福祉のコミュニティづくりと地域福祉の

推進を図る。 

 

（所掌事項） 

第２条 地区社協は､第１条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１） 福祉に関する住民要望及び地域課題の把握 

（２） 福祉制度及び福祉意識の普及・啓発活動 

（３） 住民による声かけ、見守り運動の展開 

（４） サロン事業等、必要に応じた援助活動の推進 

（５） 社会福祉法人知立市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の事業への協力 

（６） その他、地域福祉活動として必要な事業 

 

（組織及び運営） 

第３条 地区社協は､原則として町内会（自治会）を活動単位とし、地区内の住民組織・団

体等の合意により設立されたもので､本会と連携を保ちながら、自主的かつ民主的に運営

するものとする｡ 

２ 地区社協は、福祉委員をもって組織し、福祉委員は、地区の区域内における地域住民、

福祉活動を行う者及び社会福祉関係者等とし、概ね次に掲げるものとする。 

（１） 地区社協の目的を理解し、協賛する個人及び団体 

（２） 民生児童委員、婦人会、老人会、町内会等の社会福祉に関係する者 

（３） 社会福祉に関係する団体の関係者 

（４） 学識経験者、その他地域福祉活動に積極的な者 

 

（役員） 

第４条 地区社協には次の役員を置く。 

 （１）会 長 

（２）副会長 

 （３）会 計 

 （４）監 事 



- 13 - 

２ 前項の役員は、福祉委員の互選により選出する。 

３ 会長は、地区社協を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その会務を代行する。 

５ 会計は、会計事務を処理する。 

６ 監事は、会務及び会計事務を監査する。 

７ 役員の任期は、２年とする。 

 

（会議) 

第５条 会議は、必要の都度開催するものとし、会長が召集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議の成立は、福祉委員の過半数の出席を必要とする。 

４ 会議の議事は、出席福祉委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

（会計年度及び経費） 

第６条 地区社協の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年年３月３１日をもって終わる。 

２ 地区社協の経費は、本会助成金等をもってあてる。 

 

（守秘義務） 

第７条 福祉委員は、地区社会福祉協議会活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。ま

た、その任を退いた後も同様とする。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。 

 

 

附  則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
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社会福祉法人知立市社会福祉協議会  

地区社会福祉協議会助成金交付要綱  

 

(目的 ) 

第１条  社会福祉法人知立市社会福祉協議会 (以下「本会」という。)が設置す

る地区社会福祉協議会 (以下「地区社協」という。)が地域の福祉活動として

実施する活動に対し助成することにより、地区社協活動の増進を促すことを

目的とする。  

 

(助成対象 ) 

第２条  この助成金の対象は、社会福祉法人知立市社会福祉協議会地区社会福

祉協議会設置規程に基づく地区社協であって本会会長 (以下「会長」という。)

が適当と認めるものとする。  

 

(助成金の額 ) 

第３条  助成金の額は、予算の範囲内において会長が別に定める。  

 

(交付申請 ) 

第４条  助成金の交付を受けようとする地区社協は、地区社会福祉協議会助成

金交付申請書を会長に申請するものとする。  

 

(交付決定 ) 

第５条  会長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当

と認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、地区社会福祉協議会助成金

交付決定通知書により当該地区社協に通知しなければならない。  

 

(交付請求等 ) 

第６条  助成金の交付決定を受けた地区社協は、直ちに地区社会福祉協議会助

成金交付請求書により会長に請求しなければならない。  

２  会長は、前項の請求に基づいて助成金を交付する。  

 

(実績報告 ) 

第７条  助成金の交付を受けた地区社協は、事業完了後、地区社会福祉協議会

助成金実績報告書により会長に報告しなければならない。  

 

(決定の取消し等 ) 

http://www.akiruno-shakyo.or.jp/reiki_int/reiki_honbun/x8520045001.html#j3�
http://www.akiruno-shakyo.or.jp/reiki_int/reiki_honbun/x8520045001.html#j3�
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第８条  助成金の決定を受けた地区社協が次の各号の一に該当した場合は、助

成金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１ ) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。  

(２ ) 助成金を他の目的に使用したとき。  

(３ ) 助成の対象となる期間内に地区社協が解散又は活動を停止したとき。 

(４ ) その他不適切な事由が認められるとき。  

２  助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取り消し

にかかる部分に関し、期限を定めて、その返還を命じなければならない。  

 

(帳簿の整備等 ) 

第９条  助成金の交付を受けた地区社協は、収入支出に関する帳簿及び活動に

関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を明らかにしておくものとする。  

 

(委任 ) 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附  則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  
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別表 

   地区社会福祉協議会助成対象事業及び基準額・限度額 

 

事 業 名 対  象  事  業 基準額・限度額 

運営・基盤整備事

業 

地区社会福祉協議会組織の運営及び基盤整備・強化 

 資機材等の設置費・会議費等の運営費 など 

１０，０００円 

＋会費実績×

５％（千円未満

切り捨て） 

調査・研究活動 住民の福祉意識調査 

地域（町内）における福祉課題の把握 など  

１０，０００円 

以内 

広報・啓発活動 地区社協だより等の発行 

 地区の福祉活動を啓発するために、原則として年３回以上

発行・全戸配布、及び、毎月発行・町内会回覧 

福祉懇談会・つどい等の開催 

 住民を対象に福祉について考える懇談会・つどい等 

福祉講座・介護予防教室・健康教室等の開催 

 福祉意識の高揚・介護予防・健康増進のための学習 

イベント（地区福祉まつり等）の開催 など 

 福祉の普及・啓発のため、住民参加によるイベント 

３０，０００円 

以内 

ささえあい 

活動 

安心ネットワークの構築 

 地域ぐるみの声かけ・見守り・たすけあい活動 

 見守りネットワーク・災害時要援護者支援システムづくり 

 見守り安心マップ・ささえあいマップづくり 

地域ボランティア・市民活動 

 地区ボランティア部会・ボランティア育成講座等 

 地域ボランティア活動 

要援護者支援活動 

 食事・家事援助・介護・移送サービス、リフォーム、 

 介護者のつどい、介護講習、子育て講座等 

２０，０００円 

以内 

 

ふれあい 

交流活動 

ふれあい・いきいき（高齢者・障害者・子育て）サロン 

茶話会・世代間交流会・福祉体験講座 

３０，０００円 

以内 

先駆的・モデル

的・提案的事業 

上記以外で先駆的・モデル的・提案的事業で、会長が必要と

認めた事業 

３０，０００円 

以内 

助成合計額は、前年度会費・募金実績の３０％（千円未満切り捨て）を上限とする。 

運営・基盤整備事業にかかる助成金については、前払いする。 
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様式第１号 

平成  年  月  日 

   知立市社会福祉協議会長 様 

 

（申請者）所在地 知立市八ツ田町泉４３番地     

     

    

団体名 知立市福祉の里地区社会福祉給扇会 

     

    

代表者  会 長   福 祉 太 郎  ㊞

     

    

連絡先（電話番号）  ８２－８８３３   

 

    

地区社会福祉協議会助成金交付申請書 
 

 下記のとおり、地区社会福祉協議会助成金の交付申請をします。 

 

記 

 
交付申請額 金 ６０,０００ 円 

 
１．事業・活動区分（＊該当区分欄にチェック） 

☑ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究〔 □ 意識調査 □ 実態調査 □ その他（            ）〕 

☑ 広報・啓発〔 ☑ 機関誌 □ その他（                    ）〕 

☑ ささえあい活動〔 ☑ 声かけ・見守り □ その他（              ）〕 

☑ ふれあい交流活動〔 ☑ サロン □ その他（                ）〕 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動〔                      〕 

２．事業・活動概要（＊開催要項・チラシ等概要がわかる資料の添付により記入省略可） 

 年間計画書、地区社協名簿を添付 

 機関誌『福祉の里地区福祉だより』発行（毎月発行・５００部） 

 別添名簿の要援護者への見守り・声かけを実施 

 高齢者いきいきサロンを開催（毎月第３土曜日・福祉の里公民館） 

 開催要項、開催チラシを添付 

３．収支予算（＊予算書等内容がわかる資料の添付により記入省略可） 

 

収 

入 

の 

部 

収入区分 金 額  
 

支 

出 

の 

部 

支出区分 金 額 

社協助成金 ６０,０００円 会議費 ２４，０００円 

町内会負担金 １０，０００円 用紙代 １０，０００円 

参加者負担金 １２，０００円 印刷・コピー代 １２，０００円 

  お茶・お菓子代 １２，０００円 

  材料代 ２４，０００円 

    

    

収入合計 ８２，０００円 支出合計 ８２，０００円 
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様式第２号 

平成  年  月  日 

 

 

知立市福祉の里地区社会福祉協議会    

会 長  福 祉 太 郎 様    

 

 社会福祉法人知立市社会福祉協議会 

会  長   知 立 花 子  

 

 

助成金交付決定通知書 
 

 平成２０年度地区社会福祉協議会助成金について、地区社会福祉協議会助成金交付要綱

第５条の規定により、下記のとおり交付することを決定します。 

 

記 

 
１．助成金額 金 ６０，０００ 円 

 

２．この助成の対象となる事業 

☑ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究 

☑ 広報・啓発 

☑ ささえあい活動 

☑ ふれあい交流活動 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動 

 

３．助成金交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）助成事業以外の事業に使用しないこと。 

（２）助成事業に関する帳簿等を備え、収入額、支出額を記載し、その内容を証する書面

を整備、保管しておくこと。 

（３）助成事業完了の日から３０日以内に、助成金実績報告書を提出すること。 
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様式第３号 
平成  年  月  日 

   知立市社会福祉協議会長 様 
 

（申請者）所在地                  

     

    

団体名                  

     

    

代表者                 ㊞

     

    

連絡先（電話番号）            

 

    

地区社会福祉協議会助成金変更交付申請書 
 

 下記のとおり、地区社会福祉協議会助成金の変更交付申請をします。 

 

記 

 
変更交付申請額 金  ,    円 

 

１．事業・活動区分（＊該当区分欄にチェック） 

□ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究〔 □ 意識調査 □ 実態調査 □ その他（            ）〕 

□ 広報・啓発〔 □ 機関誌 □ その他（                    ）〕 

□ ささえあい活動〔 □ 声かけ・見守り □ その他（              ）〕 

□ ふれあい交流活動〔 □ サロン □ その他（                ）〕 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動〔                      〕 

２．変更後の概要（＊開催要項・チラシ等概要がわかる資料の添付により記入省略可） 

 

 

 

 

 

３．変更後の収支予算（＊予算書等内容がわかる資料の添付により記入省略可） 

 

収 

入 

の 

部 

収入区分 金 額 

 
 

支 

出 

の 

部 

支出区分 金 額 

    

    

    

    

    

    

    

収入合計  支出合計  
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様式第４号 

平成  年  月  日 

 

 

知立市   地区社会福祉協議会    

会 長            様    

 

 社会福祉法人知立市社会福祉協議会 

会 長             

 

 

助成金変更交付決定通知書 
 

 平成  年度地区社会福祉協議会助成金について、地区社会福祉協議会助成金交付要綱

第５条の規定により、下記のとおり変更交付することを決定します。 

 

記 

 

１．助成金額 金  ,    円 

（ 交付既定額   ,     円 ）  

 

２．この助成の対象となる事業 

□ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究 

□ 広報・啓発 

□ ささえあい活動 

□ ふれあい交流活動 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動 

 

３．助成金交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）助成事業以外の事業に使用しないこと。 

（２）助成事業に関する帳簿等を備え、収入額、支出額を記載し、その内容を証する書面

を整備、保管しておくこと。 

（３）助成事業完了の日から３０日以内に、助成金実績報告書を提出すること。 
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様式第５号 
平成  年  月  日 

 
   知立市社会福祉協議会長 様 
 

（申請者）所在地 知立市八ツ田町泉４３番地     

     

    

団体名 知立市福祉の里地区社会福祉給扇会 

     

    

代表者  会 長   福 祉 太 郎  ㊞

     

    

連絡先（電話番号）  ８２－８８３３   

 

    

地区社会福祉協議会助成金交付請求書 
 

 下記のとおり、地区社会福祉協議会助成金を請求します。 

 

記 

 

１．請 求 額      金 ４３，０００ 円  

 

２．振込口座 

あいち中央 
銀  行 

信用金庫 

農  協 

知 立 支 店 

口 座 番 号 １２３４５６７ 種 類 
普通・当座 

フ リ ガ ナ チリュウシフクシノサトチクシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ フクシタロウ 

口座名義人 知立市福祉の里地区社会福祉協議会 会長 福祉太郎 

事 業 ・ 活 動 区 分（＊該当区分欄にチェック） 

☑ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究〔 □ 意識調査 □ 実態調査 □ その他（            ）〕 

□ 広報・啓発〔 □ 機関誌 □ その他（                   ）〕 

□ ささえあい活動〔 □ 声かけ・見守り □ その他（             ）〕 

□ ふれあい交流活動〔 □ サロン □ その他（                ）〕 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動〔                      〕 
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様式第５号 
平成  年  月  日 

 
   知立市社会福祉協議会長 様 
 

（申請者）所在地 知立市八ツ田町泉４３番地     

     

    

団体名 知立市福祉の里地区社会福祉給扇会 

     

    

代表者  会 長   福 祉 太 郎  ㊞

     

    

連絡先（電話番号）  ８２－８８３３   

 

    

地区社会福祉協議会助成金交付請求書 
 

 下記のとおり、地区社会福祉協議会助成金を請求します。 

 

記 

 

１．請 求 額      金 １２，０００ 円  

 

２．振込口座 

あいち中央 
銀  行 

信用金庫 

農  協 

知 立 支 店 

口 座 番 号 １２３４５６７ 種 類 
普通・当座 

フ リ ガ ナ チリュウシフクシノサトチクシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ フクシタロウ 

口座名義人 知立市福祉の里地区社会福祉協議会 会長 福祉太郎 

事 業 ・ 活 動 区 分（＊該当区分欄にチェック） 

□ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究〔 □ 意識調査 □ 実態調査 □ その他（            ）〕 

☑ 広報・啓発〔 □ 機関誌 □ その他（                   ）〕 

☑ ささえあい活動〔  声かけ・見守り □ その他（             ）〕 

☑ ふれあい交流活動〔 ☑ サロン □ その他（                ）〕 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動〔                      〕 
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様式第６号 

平成  年  月  日 

   知立市社会福祉協議会長 様 
 

（申請者）所在地 知立市八ツ田町泉４３番地     

     

    

団体名 知立市福祉の里地区社会福祉給扇会 

     

    

代表者  会 長   福 祉 太 郎  ㊞

     

    

連絡先（電話番号）  ８２－８８３３   
 

    

地区社会福祉協議会助成金実績報告書兼精算書 
 
 地区社会福祉協議会助成事業が完了しましたので、下記のとおり報告します。 

記 
 
１．事業・活動区分（＊該当区分欄にチェック） 

☑ 組織運営・基盤整備 

□ 調査・研究〔 □ 意識調査 □ 実態調査 □ その他（            ）〕 

☑ 広報・啓発〔 ☑ 機関誌 □ その他（                    ）〕 

☑ ささえあい活動〔 ☑ 声かけ・見守り □ その他（              ）〕 

☑ ふれあい交流活動〔 ☑ サロン □ その他（                ）〕 

□ 先駆的・モデル的・提案的活動〔                      〕 

２．事業・活動結果（＊領収書・写、名簿等実績がわかる資料の添付により記入省略可） 

 年間報告書、地区社協名簿を添付 

 機関誌『福祉の里地区福祉だより』を添付 

 別添名簿の要援護者への見守り・声かけを実施 

 高齢者いきいきサロンを開催（毎月第３土曜日・福祉の里公民館） 

 開催要項、開催チラシを添付 

  

３．収支決算（＊決算書等内容がわかる資料の添付により記入省略可） 
 

収 

入 

の 

部 

収入区分 金 額  
 

支 

出 

の 

部 

支出区分 金 額 

社協助成金 ５５,０００円 会議費 ２４，０００円 

町内会負担金 １０，０００円 用紙代 １０，０００円 

参加者負担金 １２，０００円 印刷・コピー代 １２，０００円 

  お茶・お菓子代 １２，０００円 

  材料代 １９，０００円 

    

    

収入合計 ７７，０００円 支出合計 ７７，０００円 

４．助成金精算額 

①．交付決定額 ②．実績額 ③ 精算額（①－②） 

６０,０００円  ５５,０００円  ５,０００円  
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様式１－１ 

地区社会福祉協議会活動計画 

目 標 

地区社会福祉協議会を設置し、地域福祉推進のための基盤整備を行う。 

地域住民への広報・普及・啓発を目的に機関誌を発行する。 

見守り・声かけネットワーク構築と高齢者サロンを開設する。 

 

月 会 議 及 び 行 事 等 備 考 

４ 月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

５ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

６ 月 
機関誌発行 

回覧 
○○部会 ○○部会 ○○部会 

 

 

７ 月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

８ 月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

９ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

１０月 
機関誌発行 

回覧 
○○部会 ○○部会 ○○部会 

 

 

１１月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

１２月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

１ 月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

２ 月 
機関誌発行 

回覧 
理事会   

 

 

３ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

年間を

通じて

実施す

る活動 

役員会開催（毎月第１土曜日）） 

高齢者ふれあい・いきいきサロン開催（毎月第３土曜日） 

見守り・声かけ活動（福祉委員により毎月１回随時） 

 

 

備 考 
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様式１－２ 

地区社会福祉協議会名簿 
 

役  職 氏   名 所    属 

会  長  福 祉 太 郎 町内会長 

副 会 長  ○ ○ ○ ○ 町内会副会長 

副 会 長  ○ ○ ○ ○ 福祉部会長 

会  計  ○ ○ ○ ○ 町内会評議員 

書  記  ○ ○ ○ ○ 婦人会 

理  事  ○ ○ ○ ○ 老人クラブ 

理  事  ○ ○ ○ ○  ○○○○ 

理  事  ○ ○ ○ ○ ○○○○ 

理  事  ○ ○ ○ ○ ○○○○ 

理  事   

監  事   

監  事   

福祉委員   

福祉委員   

福祉委員   

福祉委員   

福祉委員   

福祉委員   
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様式６－１ 

地区社会福祉協議会活動報告 

成 果 

地区社会福祉協議会を設置し、地域福祉推進のための基盤整備ができた。 

地域住民への広報・普及・啓発を目的に機関誌を発行した。 

見守り・声かけネットワーク構築と高齢者サロンを開設した。 

 

月 会 議 及 び 行 事 等 備 考 

４ 月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

５ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

６ 月 
機関誌発行 

回覧 
○○部会 ○○部会 ○○部会 

 

 

７ 月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

８ 月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

９ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

１０月 
機関誌発行 

回覧 
○○部会 ○○部会 ○○部会 

 

 

１１月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

１２月 
機関誌発行 

全戸配布 
理事会   

 

 

１ 月 
機関誌発行 

回覧 
   

 

 

２ 月 
機関誌発行 

回覧 
理事会   

 

 

３ 月 
機関誌発行 

回覧 
福祉委員会   

 

 

年間を

通じて

実施し

た活動 

役員会開催（毎月第１土曜日）） 

高齢者ふれあい・いきいきサロン開催（毎月第３土曜日） 

見守り・声かけ活動（福祉委員により毎月１回随時） 

 

 

備 考 
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様式６－２ 

見守り・声かけ活動対象者名簿 
 

1 

区 

 

 

分 

☑一人暮高齢者 

□要援護高齢者 

□高齢者の家庭 

□障がい児・者 

□一人親の家庭 

□そ  の  他 

（     ） 

氏

名 
○ ○ ○ ○ 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 
 

９年 

電 話 番 号 

○○―○○○○ 

住

所 
知立市八ツ田町泉４４番地 

活動内容 

支援内容 

声かけ訪問（週２回） 

サロン（月１回） 

2 

区 

 

 

分 

□一人暮高齢者 

□要援護高齢者 

☑高齢者の家庭 

□障がい児・者 

□一人親の家庭 

□そ  の  他 

（     ） 

氏

名 
○ ○ ○ ○ 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 

 

年 

電 話 番 号 

 

住

所 
 

活動内容 

支援内容 

声かけ訪問（週１回） 

 

3 

区 

 

 

分 

□一人暮高齢者 

☑要援護高齢者 

☑高齢者の家庭 

□障がい児・者 

□一人親の家庭 

□そ  の  他 

（     ） 

氏

名 
○ ○ ○ ○ 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 

 

年 

電 話 番 号 

 

住

所 
 

活動内容 

支援内容 

声かけ訪問（週１回） 

ゴミ出し支援（週２回） 

4 

区 

 

 

分 

□一人暮高齢者 

□要援護高齢者 

□高齢者の家庭 

☑障がい児・者 

□一人親の家庭 

☑そ  の  他 

（一人暮らし） 

氏

名 
○ ○ ○ ○ 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 

 

年 

電 話 番 号 

 

住

所 
 

活動内容 

支援内容 

買い物支援（週２回） 

サロン（月１回） 

5 

区 

 

 

分 

□一人暮高齢者 

□要援護高齢者 

□高齢者の家庭 

□障がい児・者 

□一人親の家庭 

□そ  の  他 

（     ） 

氏

名 
 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 

 

年 

電 話 番 号 

 

住

所 
 

活動内容 

支援内容 

 

 

6 

区 

 

 

分 

□一人暮高齢者 

□要援護高齢者 

□高齢者の家庭 

□障がい児・者 

□一人親の家庭 

□そ  の  他 

（     ） 

氏

名 
 

生

年 

明治・大正

昭和・平成 

 

年 

電 話 番 号 

 

住

所 
 

活動内容 

支援内容 
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様式６－３ 

 

ふれあい・いきいきサロン参加者名簿 
（ 高齢者・障がい者・子育て ） 

 

開  催  日  平成２０年８月１５日（水）１３：００～１６：００ 

開 催 場 所 福 祉 の 里 公 民 館 

氏   名 年齢 住     所 備考 

○ ○ ○ ○ ８８歳 知立市八ツ田町泉４３番地９９  

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

○ ○ ○ ○    

    

    

□ □ □ □  スタッフ  

□ □ □ □  スタッフ  

□ □ □ □  スタッフ  
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発行 ２００８年３月 

社会福祉法人知立市社会福祉協議会 

〒４７２－００１２ 知立市八ツ田町泉４３番地 

（知立市福祉の里八ツ田内） 

電話 ０５６６－８２－８８３３ 

FAX ０５６６－８３－４６０７ 

 


